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素案
パブリックコメントパ 市の重要な計画などを素案の段階で公表。市民の皆さんの意見を考慮して反映します。

第２期名張市まち・ひと・しごと
創生総合戦略   意見募集期間 　～ 12 月 25 日水まで

　人口減少・超高齢化時代に立ち向かい、地域の活力を創生していくことは、本市が未来に向けて
躍進するために取り組まなければならない大きな課題です。将来の人口ビジョンと地域課題の解決
を図る施策を示した「第１期まち・ひと・しごと創生総合戦略」の計画期間が満了することから、
これまでの成果と次の展望を踏まえ、今後５年間の方向性を示した「第２期戦略」の素案を取りま
とめましたので、皆さんからのご意見を募集します。

 地域活力創生室　  63‐7782
sousei ＠ city.nabari.mie.jp

①地方へのひと・資金
　の流れを強化する

②新しい時代の流れ
　を力にする

③人材を育て活かす ⑤誰もが活躍する
　地域社会をつくる

⑥地域経営の視点で
　取り組む

元気創造 プロジェクト 若者定住 生涯現役プロジェクト

①なばりの地域資源を生かした新たな産業
　創出と地域産業の発展
・女性などの潜在労働者の掘り起しによる人材育成
・農業の多彩な担い手の育成・確保　など

②新しいひとの流れの創出のための情報発
　信および移住に関する相談・受入体制の
　強化
・将来的に移住につなげるための都市住民と
　地域の関わり創出
・都市と地方の「2地域居住」の企画・促進　など

①産み育てるにやさしいまち“なばり”の
　実現
・自然環境を生かした教育・保育の実施
・広域的な地域医療の連携強化
・空家などの有効活用による子育てしやすい
　住まいの創出　など

②「なばりブランド」としての“ひと”づくり
・小中一貫教育の推進
・「ふるさと学習」の充実
・地域の将来を支える人材育成の仕組みづくり　
　など

①「生涯現役のまち」の実現
・ ばりばり現役プロジェクトをはじめとする
　「健康なばり 21計画」の取組推進
・(仮称 ) 生涯学習センター機能の構築　など

②時代に合った地域づくりと誰もが活躍で
　きる地域共生社会の実現
・全世代・全対象型の地域包括ケア、「地域福
　祉教育総合支援ネットワーク」の取組推進
・誰もが役割のあるコミュニティづくり  など

◆国の示す 6つの視点を踏まえ、名張市総合計画「元気創造」「若者定住」「生涯現役」の 3つのプロジェクトを推進

・本市の総人口は、平成 12年がピーク
・転出者数、死亡者数の増加も加わり減
　少傾向が続く
・外国人は、年々増加傾向。本年４月１日時点で 929人

　将来人口の展望において、出生率の上昇につながる施策や人口
の社会増をもたらす施策に取り組むことで、人口減少度合いを抑
え、令和 27年の総人口を約 6万 6千人程度に維持することがで
きると考えられます。　
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④民間と協働する

主
な
指
標

名張ブランド産品の販路拡大支援件数
5件（平成 30）⇒ 50件（令和 6)

移住支援制度などを利用した移住者数
162人（平成 30）⇒ 460人（令和 6)

観光レクリエーション入込客数観光レクリエーション入込客数

妊産婦・乳幼児への支援策に満足して
いる市民の割合
53.6％（平成 30）⇒ 56.6％（令和 6)

小中学校の教育環境に満足している
市民の割合
62.8％（平成 30）⇒ 70.0％（令和 4)

生きがいを感じながら、安心して暮
らしている高齢者の割合

隣近所や地域の人との交流があると
感じている市民の割合

◆人口ビジョン

プロジェクト

③「訪れてよし」「住んでよし」「招いてよ
　し」の観光都市名張の実現
・「忍者」などの地域資源を活用した観光コン
　テンツの創造
・広域連携による訪日外国人誘客の推進
・「観光地域づくり」の推進　など

※各指標の達成年度は、第 2期戦略をはじめ、市総合計画に基づく内容にしています。※各指標の達成年度は、第 2期戦略をはじめ、市総合計画に基づく内容にしています。

【各プロジェクトの主な施策と指標】

1,086,957人（平成30）　⇒　
　　　　　　1,350,000人（令和4)

【総人口・年齢 3区分別人口の推移】

77.9％（平成 30）⇒ 80.5％（令和 4)

70.5％（平成 30）⇒ 75.0％（令和 4)
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  意見募集期間

パブリックコメント　
各素案の内容は、市ホームページ、または
市民センター、図書館、市役所 1階案内、
各担当室でご覧いただけます。

　ご意見の提出方法は、「〇〇〇（素案）」に関する意見と記入し、素案に対する意見、
氏名、住所、電話番号を書いて次のいずれかの方法で各担当室に送付ください。
　◆下記のハガキに記入し郵送  　◆電子メール　 ◆ファクス（64‐2560）  
   ◆直接持参　　皆さんのご意見をお待ちしています。

現在、5つの計画（素案）のパブリックコメント実施中

５１８  ０４９０
料金受取人払郵便

差出有効期間
令和2年1月
31日

名張局承認

 439 

名張市役所　秘書広報室　
パブリックコメント　　　　　行

名張市鴻之台１番町１番地

部分を糊（のり）でとめてください。
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　条例や市の重要な計画などを素案の段階で市民に
公表して意見を求め、提出された内容を考慮して決
定を行う制度「パブリックコメント」
　皆さんからのご意見をお待ちしています。

意見を募集している計画 (素案）
【募集期間　～12月17日まで】
■ 第 4次名張市地域福祉計画（素案）
■ 第五次名張市障害者福祉計画（素案）　　
■ 第４次健康なばり 21 計画・第 2次歯と口腔の 
    健康づくり計画（素案）
■ 第 2次名張市ばりばり食育推進計画（素案）
■ ばりっ子すくすく計画（第4次）の一部見直し
　（第2期名張市子ども・子育て支援事業計画）（素案）

【募集期間　～12月25日まで】
■ 第 2期名張市まち・ひと・しごと創生総合戦略
　（素案）
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 　～ 12 月 17 日火まで

福祉施策の共通理念など地域福祉の推進に関する計画です。地域
や関係機関などと連携を図り、「地域福祉教育総合支援ネットワーク」
の取組を推進し、地域共生社会の実現を目指します。
＜重点目標および施策＞
1. 地域共生社会の実現
2. 生涯現役で活躍できる環境整備
3. 生活困窮者の自立に向けた支援体制の整備
4. 安心して子どもを産み育てられる、子ども・子育て支援

● 第 4次名張市地域福祉計画（素案）
 医療福祉総務室　  63‐7579

● 第五次名張市障害者福祉計画（素案）
 障害福祉室　  63‐7591

障害者福祉施策の基本方向を定める総合的な計
画です。基本的人権の尊重のもと、ライフステー
ジの全ての段階において障害のある人もない人も
共に暮らす社会を目指します。
＜計画の基本目標＞
1. 人権尊重に根ざした障害者の主体性と自立性の確立
2. 全ての市民が安心して平等に暮らせる地域社会づくり
3. 市民全員の参加によるノーマライゼーションの実現

● 第 2次名張市ばりばり食育推進計画（素案）
 健康・子育て支援室　  63‐6970

● 第 4次健康なばり 21計画・第 2次歯と口腔の
　 健康づくり計画（素案）
 健康・子育て支援室　  63‐6970

　食育に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための計画です。
これまでの活動と本市の課題も踏まえ食育を推進します。
＜食育を推進する施策＞　
1. 家庭における食育の推進
2. 学校、幼稚園、保育所（園）および認定こども園などにおける食育の推進
3. 地域および職場における食生活改善のための取組と食文化の継承
4. 生産者と消費者との交流および地産地消における食育の推進

　健康づくりの推進に関する施策、歯と口腔の健康づくりの総合的な
指針を定めた計画です。「笑顔いっぱいの毎日～おいしく食べて自然に
体が動く～」を市民の目指す健康像として、健康無関心層も含めた疾
病予防・健康づくりを推進します。

● ばりっ子すくすく計画（第 4次）の一部見直し
　（第 2期名張市子ども・子育て支援事業計画）（素案）
 保育幼稚園室　  63‐7919

　安心して子どもを産み育てられる環境の整備に向けた、幼児期の教育
や保育、地域の子ども・子育て支援事業などの提供体制の確保の内容や、
子ども・子育て支援法に基づく業務の円滑な実施に関する内容を定めた
計画です。

hoiku ＠ city.nabari.mie.jp

health ＠ city.nabari.mie.jp

health ＠ city.nabari.mie.jp
fukusi ＠ city.nabari.mie.jp

shogai ＠ city.nabari.mie.jp


